仕　様　書

この業務は、こども文化科学館の展示機器等の設備を適正な状態で維持し、来館者の利用に供するものである。その内容は、日常保守管理及び特別点検とし、次のとおりとする。

１　日常保守管理

展示機器等の設備を常時適正な状態で維持するものであり、その内容は次のとおりとする。
（１）受注者は､館の展示管理業務基本方針に則って業務を実施すること。（別紙１のとおり）

（２）業務対象設備

	種類
	数量
	主な製作業者等
	展示品番号

	第１展示場「たんけんとりで」
	１７点
	㈱乃村工藝社
	1－1～1－17

	第２展示場「天空の夢の国」
	１８点
	㈱ト－タルメディア
開発研究所
	0－1～0－3、2－1～2－15

	第３展示場「サイテック博士のおもしろ研究室」
	２４点
	㈱丹青社
	3－1～3－24

	常設展示機器
	１３点
	当館職員製作等
	5－1～5－13

	太陽望遠鏡装置
	一式
	㈱五藤光学研究所
	4－1

	常設展示機器
	２点
	東京前川科学(株)
	4－2、4－3


（３）業務に従事する日及び時間

ア　業務日

業務に従事する日は、別表　令和８年度業務実施カレンダー案　展示機器等日常管理業務に準じるものとし、各年度の業務日については、年度開始１ヶ月前までに発注者が定め通知する。曜日の関係で、１～２日程度の増減は、見込んでおくこと。
イ　業務に従事する時間

午前８時１５分から午後５時１５分まで

　　ウ　受注者は、常勤者１．５名を別表の別表（令和８年度業務実施カレンダー案　展示メンテ業務）に基づき、配置すること。

（４）作業内容

ア　別添の仕様書細目に基づき毎日点検を行い、その結果異常があった場合は、修理・部品交換・調整・清掃等を行い、館の担当者へ速やかに報告を行うこと。

イ　各機器の機能を熟知し、機器の故障を誘発するような取扱及び作業は絶対に避けること。

ウ　各機器は日常の点検において常に正常に作動するよう調整を行い、不具合が生じた場合、可能な限り速やかに復旧するよう努め、来館者に迷惑がかからないよう心がけること。

エ　速やかな対処が困難な機器の不具合については、特別点検時に対処することとする。なお、機器納入業者等専門業者でなければ対処できない場合の別途修理時には、修理業者に対して助言を与えるとともに、速やかな処置が行えるよう、日頃から各機器の機能を充分把握、熟知するよう努めること。

オ　材料、消耗品等の管理を行うこと。

カ　第３展示場のガリバーランドにおいて、毎日曜日の午前中（夏休み、冬休み、春休み等の学校休業期間は毎日曜日と毎水曜日の午前中）、来館者の車両模型持ち込みがあった場合、適宜補助をするなど、その対応を行うこと。

２　特別点検

定期的に展示機器の点検・調整を行うものであり、その結果異常があった場合は、修理・部品交換・調整・清掃等をし、館の担当者へ速やかに報告を行うこと。その内容は次のとおりとする。

（１）業務対象設備

	種類
	数量
	製作業者等
	展示品番号

	第１展示場「たんけんとりで」
	１７点
	㈱乃村工藝社
	1－1～1－17

	第２展示場「天空の夢の国」
	１８点
	㈱ト－タルメディア

開発研究所
	0－1～0－3、2－1～2－15

	第３展示場「サイテック博士のおもしろ研究室」
	２４点
	㈱丹青社
	3－1～3－24


（２）業務に従事する時期及び時間

ア　業務時期

５月、９月、１２月、３月の特別点検日に行う。

イ　業務に従事する時間

午前８時１５分から午後５時１５分まで

但し止むを得ず特別点検日以外や業務時間外に行う必要がある場合は、受注者と発注者が協議の上、実施することとする。開館中の特別点検に関しては、来館者に支障がないよう発注者と協議することとする。
（３）業務対象設備、実施回数及び実施時期

	業務対象設備
	実施回数
	実施時期

	第１展示場「たんけんとりで」（17点）

1－1～1－17
	年２回
	１回目　　９月

２回目　　３月

	第２展示場「天空の夢の国」（18点）

0－1～0－3

2－1～2－15
	年４回
	１回目　　５月

２回目　　９月

３回目　１２月

４回目　　３月

	第３展示場「サイテック博士のおもしろ研究室」（24点）

3－1～3－24
	年４回
	１回目　　５月

２回目　　９月

３回目　１２月

４回目　　３月


（４）作業内容

別添の仕様書細目に基づき、以下の作業を行う。

ア　構造部

（1） 内・外装パネル及び装置設備の固定状況、毀損及びゆるみの点検・調整

（2） 全構成物の可動部の点検及び調整
イ　電装部

（ア） スイッチ類、ハンドル及びボタンの作動状況の点検・調整
（イ） 接続状況、照明・電球及び配線の状況の点検・調整
（ウ） 音声合成装置の作動状況の点検・調整
（エ） ＡＶ機器、パソコン関連機器等の作動状況の点検・調整及び内部清掃
ウ　その他機械部分の清掃

３　業務実施上の留意事項

（１）業務実施にあたっては、電気工事士及び基本情報技術者の資格を有する者又は、科学博物館における展示機器の保守管理業務の経験を有し、前記有資格者と同等以上の能力を有する者を従事させること。

（２）展示機器の保守点検は音響・映像を含む電気分野や光学的分野、また機械的分野やコンピューターの分野など多岐にわたるので、業務従事者は、これらについて充分な点検、作動、修繕、清掃についての技量を持っていること。

（３）業務実施に要する測定機器、機材、工具類及び軽微な消耗品は受注者が負担すること。
（４）本業務に伴って生ずる小修理以外の修理及び取替に係る経費並びに業務を行うために要する光熱水費は、発注者が負担する。但し、受注者の不手際または発注者の了解を得ず実施したことによって生じた機器及び部品の毀損に対する修理又は取替に要する経費は除くものとする。

（５） 受注者は原状の変更を伴うような、機器の修理及び部品の取替にあたっては軽微なものであっても、発注者に事前に協議し、了解を得て実施すること。
（６）作業マニュアル、取扱マニュアルについては、受注者にて作成し、発注者と受注者がそれぞれ保有する。

（７）開館時間中の作業実施にあたっては、安全策を講じるなど、来館者の利用の妨げに

ならないよう、また危険を及ぼすことのないよう充分配慮して行うこと。

（８）業務実施にあたっては、受注者の支給する制服を着用し、来館者への対応にあたって不快感を与えることのないよう、言動には充分注意すること。また、来館者からの展示機器に関する質問等があった場合は、親切に対応すること。
（９）受注者は、業務内容を十分に把握すると共に、年度当初から業務が円滑に行われるよう、現場訓練等の研修を委託業務開始前に実施し、従業員の指揮、監督、指導を行い、その結果について書面で発注者に報告すること。

４　実施計画及び報告
（１）受注者はあらかじめ発注者に対し、現場責任者及び他の従業員の資格等を報告すること。現場責任者及び他の従業員に変更があった場合も同様とする。
（２）公益財団法人広島市文化財団委託契約約款第６条に定める委託業務実施計画書は年間計画書とし契約締結後速やかに提出し、発注者の承認を得ること。

（３）特別点検については、毎回、業務実施計画書を発注者へ提出し、了解を得て実施すること。また完了後は、速やかに報告書を発注者に提出すること。
（４）公益財団法人広島市文化財団委託契約約款第１２条１項に定める委託業務実施報告
書は業務日報及び１か月分の業務内容を記載した月間報告書とし、受注者は、業務日
報については業務終了の翌日（休日等についてはその翌日）に、月間報告書について
は翌月１０日までに（ただし３月３１日の運転日報及び３月の月間報告書については、
３月３１日の業務終了後に）、それぞれ所定の様式により発注者に提出するものとする。
５　検査完了期日（期限）
　　発注者による毎月の業務の検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、実施報告
書を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）
とする。ただし、これらの日が３月３１日を超える場合は３月３１日とする。

６　その他

（１）受注者は、従業員の心身の健康に留意し、日常保守管理に従事する者とは労使協定を締結し、労使関係を友好に保つこと。

（２）受注者は、従業員に対し、法律で定められた社会保険加入や年次有給休暇等の必要な福利厚生措置を施すこと。

（３）受注者は、緊急・非常事態においては、来館者の誘導等臨機応変な措置がとれるよう努めること。

（４）この仕様書に疑義のあるとき、又は定めのない事項については発注者と受注者が協議して定めるものとする。
別紙1

展示管理業務　基本方針説明書
1. 目的
　参加体験型施設である当館の展示機器が円滑に運転できるよう、日常的に運営管理を行い、利用者への効果的な体験環境を維持すると共に、展示機器の安全確保と故障の予防･予測を行う。

2. 基本方針　　　　　　　

(1) 常に利用者の立場･視線に立ち、安全で効果的な「来館者が展示をより楽しみ活用できる」体験環境を維持するために、展示機器等の管理運営及び保守点検を行う。

(2) 展示機器の不具合を予測･予見的に察知し、故障等のトラブルを最小限にするよう予防的処置を行う。

(3) 館の担当者への報告・連絡調整を密にし、効率的な展示管理業務を行う。

(4) 業務実施にあたっては、受注者の専門能力・人的資産を適切に反映・導入し、従業員への適切な指導・研修を組織的・計画的に行いながら、展示管理業務の水準維持・向上を図る。

(5) 基本的な展示管理業務の充実はもとより、必要に応じて接客にあたる場合は、「国際平和文化都市」を掲げる広島の文化施設であること、並びに生涯学習・余暇利用に対する需要が質量共に高まってきていることへの対応が要請される社会教育施設であることを認識し、館の顔として「来館者の立場に立った」洗練された適切な態度で対応する。

